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  社会福祉法人ほたか会 青梨子訪問看護ステーション 

重要事項説明書 ～利用のご案内～ 
令和７年１０月 １日 現在 

 

はじめに 

 この文書（重要事項説明書）は、当サービスをご利用されるに際しまして、ご利用されるご本人様およびその

ご家族様に対し、当事業所をご理解いただくとともに、適正なサービスがご利用いただけますよう、当事業所の

運営の概要やサービスの内容などを重要事項としてご説明させていただくものです。なお、本重要事項説明書は、

当法人の公式サイト（https://hotakakai.or.jp）でも閲覧いただくことができます。 

 

１．事業所の概要 

  

（１）事業所の名称 青
あお

梨子
な し

訪 問
ほうもん

看護
かんご

ステーション
す てー しょ ん

 

（２）設置運営主体  社会福祉法人ほたか会 

（３）代表者名  理事長 樋口  明 

（４）管理者名  管理者 鈴木 澄代（看護師） 

（５）所在地および 

連絡先 

〒370-3573  群馬県前橋市青梨子町１６８０－５ 

TEL 027-280-4120㈹  FAX 027-254-0620 

ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ：https://hotakakai.or.jp 
 

（６）指定の内容 

 介護保険事業者番号：前橋市指定 １０６０１９００６１ 

 医療保険ステーションコード： ０１，９００６，１ 

介護保険 医療保険 

訪問看護事業 

介護予防訪問看護事業 
老人訪問看護事業 

（７）開設年月日 平成8年8月1日 

 

２．事業の目的および運営の方針 

 当事業所は、指定訪問看護サービスの必要性を主治医に認められた要支援状態のご利用者に対し、安心して居

宅での療養生活が送れるように主治医の指示に基づいて、当事業所の看護師等が定期的に訪問し、適正な訪問看

護サービス等の提供を行うことを事業の目的としています。 

サービスの提供にあたっては要支援者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を

営むことができるよう療養生活を支援し、その心身の機能の維持回復を目指すことを運営の方針としています。 

また、必要に応じて、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携

を図り、総合的なサービスの提供に努めています。 

 

３．職員の職種、員数および職務内容 

 当事業所に勤務する者の職種、員数および職務内容は次のとおりです。 

（１）管理者（看護師）       １名（兼務） 

 管理者は、事業所の従事者の管理および業務等の管理を一元的に行います。また、訪問看護計画書および訪問

看護報告書を看護師に担当させ、その作成に関し必要な指導および管理を行います。 

 

介護予防訪問看護 
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（２）理学療法士             １名以上（兼務） 

 理学療法士は、主治医の指示のもと、リハビリテーションの提供にあたる職員です。 

（３）看護職員（看護師・准看護師）  ８名以上（兼務） 

 看護職員は、主治医の指示のもと、訪問看護の提供にあたる職員です。また、サービス提供にあたっては訪問

看護計画書を立案し、その内容に従って実施します。その他、経理・事務を担当する事務職員を配置しておりま

す。 

職員に対しての定期的な研修の機会を設けることにより、職員の資質向上に努めています。 

また、関係する委員会を設置し、サービス提供現場における課題を抽出及び分析した上で、必要な対応を検討

し、ご契約者の安全ならびに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減につながる取り組みを推進しておりま

す。 

 

 

４．営業日および営業時間 

 

（１）営業日   通常 月曜日～土曜日   

      （但し、１月１日から１月３日までを除きます。） 

（２）営業時間  午前９時から午後６時     

      （但し、携帯電話等により２４時間常時連絡と対応が可能な体制をとっています。） 

  ※ 上記、営業日及び営業時間は、基本的な内容です。 

 

５．訪問看護の内容 

 当事業所において提供される主な訪問看護サービスは次のとおりです。 

（１）病状や傷害の観察 

（２）清拭や洗髪等による清潔の保持 

（３）食事及び排泄等の日常生活上のお世話 

（４）褥そうの予防や処置 

（５）リハビリテーション 

（６）ターミナルケア 

（７）認知症の方の看護 

（８）療養生活や介護方法の相談または指導 

（９）カテーテル等の管理 

（10）服薬管理および指導 

（11）その他医師の指示による医療処置 

（12）２４時間対応体制 

（この場合は、別途費用がかかる場合がございます。具体的にご相談ください。） 

 また、これらのサービス内容については、利用者の方の病状や要支援状態の軽減または悪化の防止に質するよ

う、その方の心身の状況等を踏まえて、訪問看護計画に基づき漫然かつ画一的なものとならないよう適切に提供

されています。（上記サービスのなかにはご利用者から基本料金とは別に利用料金をいただくものもございますの

で具体的にご相談ください。） 
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６．利用料金（詳しくは「利用料金表」を参照ください。） 

（１）利用料の額 
  介護保険法に基づく訪問看護サービス等を利用された場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める介護報酬

告示上の額のうち、負担割合証に基づく自己負担額です。 

 健康保険に基づく、訪問看護を利用された場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める診療報酬告示上の額

の個々の負担割合による負担額です。 

 

（２）契約者（身元引受人） 

契約者となる方については、本契約から生じる利用者の債務について、極度額 120万円の範囲内で連帯してご 

負担いただきます。契約者から請求があった場合には、当事業所は、契約者の方に利用料等の支払い状況、滞納

金の額、損害賠償の額等、利用者の全ての債務の額等に関する情報を提供します。 

 

７．お支払い方法 

 毎月10日前後に、前月分の請求書を発行（郵送）いたします。お支払い方法については、銀行振込か引落しに

てお支払いください。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

銀行振り込みご希望の方は、請求書に掲載されている当施設の指定口座へ10日以内にお支払いください。 

銀行引き落としご希望の方は、東和銀行・ゆうちょ銀行のいずれかで指定口座を登録させていただきます。登

録口座より20日に引き落としとなります（土・日・祝日の場合は翌営業日）。 

 

８．サービス利用にあたっての留意事項 

（１）サービス提供を行う訪問看護師 

サービス提供時に、担当の訪問看護師を決定します。ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪

問看護師が交替してサービスを提供します。 

（２）訪問看護師の交替 

①ご契約者からの交替の申し出 

選任された訪問看護師の交替を希望する場合には、当該訪問看護師が業務上不適当と認められる事情その他

交替を希望する理由を明らかにして、事業所に対して訪問看護師の交替を申し出ることができます。ただし、

ご契約者から特定の訪問看護師の指名はできません。 

②事業所からの訪問看護師の交替 

事業所の都合により、訪問看護師を交替することがあります。訪問看護師を交替する場合は契約者及びその

家族等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項 

①定められた業務以外の禁止 

契約者は「５．訪問看護の内容」で定められたサービス以外の業務を事業所に依頼することはできません。 

②訪問看護サービスの実施に関する指示・命令 

訪問看護サービスの実施に関する指示・命令はすべて事業所が行います。但し、事業所は訪問看護サービス

の実施にあたって契約者の事情・意向等に十分に配慮するものとします。 

③備品等の使用 

訪問看護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で使用させていただきます。 

（４）サービス内容の変更 

サービス利用当日に、ご契約者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができない場合には、サー

ビス内容の変更を行います。その場合、事業所は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利用料

金を請求します。 
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（５）訪問看護師の禁止行為 

訪問看護師は、ご契約者に対する訪問看護サービスの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

①ご契約者もしくはその家族等からの金銭、物品等の授受 

②ご契約者の家族等に対する訪問看護サービスの提供 

③ご契約者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

⑤その他契約者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

 

９．通常の実施地域 
当事業所の通常のサービス実施地域は次のとおりです。 

（１）前橋市 

（２）高崎市（旧倉渕村、旧新町を除く） 

（３）渋川市（旧赤城村、旧北橘村、旧小野上村、旧伊香保町を除く） 

（４）北群馬郡吉岡町 

（５）北群馬郡榛東村 

１０．非常災害対策 

当事業所は、非常災害対策に備えるため、防災及び避難に関する計画を作成し、年 2回(夜間想定含む)以上

の避難、その他必要な研修及び訓練等を実施しています。また、平常時の対応（必要品の備蓄など）、緊急時の

対応、他施設及び地域との連携に関する業務継続計画を策定しています。 

（１）防災設備 

  消火器具（消火器・屋内消火栓）・スプリンクラー設備・自動火災報知設備・消防機関へ通報する火災報知設

備・非常放送設備・避難器具・誘導灯及び誘導標識・非常電源（自家発電設備）・防排煙制御設備 等 

（２）防災訓練 

  年２回実施。（内１回は夜間想定訓練） 

（３）防火管理者 

  防火管理者 富澤  伸也（甲種第3532号） 

（４）災害用備蓄物資 

当事業所では、ご利用者様の安心に資するよう大規模災害に備えて以下の物資（食糧・飲料水・介護用品等）

を備蓄しております。 

（食糧・飲料水） アルファ化米（粥）・高カロリー栄養食・缶詰・飲料水を3日分 

（生活・介護用品） 簡易トイレ・オムツ類・ペーパータオル・マスク・ゴミ袋・医療用衛生材料等を7日分 

（その他） 青梨子荘には自家発電設備があり大規模災害時のライフラインの確保にも努めております 

また、当事業所が所属するほたか会グループの各拠点には、上記の他に2日分（事業所備蓄分を合わせると

5日分）を想定した食糧および飲料水と0.5ヶ月～1ヶ月分の使用量を想定した生活・介護用品を備蓄しており

ます。 

 

１１．虐待・不適切ケア防止の対応 
当事業所は、虐待または虐待が疑われる不適切ケアの防止のための対策を検討する委員会開催及び虐待防止の

ための研修を定期的(年２回以上)に実施しています（身体拘束等不適切ケア防止のための対応も同様）。また、万

一虐待又は虐待が疑われる事案が発生した場合には、管理者を責任者として速やかに市町村等関係者に報告を行

い、事実確認を行います。 

当事業所は、身体拘束等の行動制限は虐待行為であると考えており、緊急やむを得ない場合以外の身体拘束は

行いません 
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１２．禁止事項 

 当事業所では、多くのご利用者様に安心して生活していくために、ご利用者または契約者、その他のご家族 

等関係者による以下の行為を禁止しております。 

なお、以下（２）～（4）の禁止行為あるいはこれに類する行為が繰り返される場合又は予見される場合に、 

職員の保護を目的に、当事業所の判断で事前に予告なく録画・録音をさせていただくことがあります。 

（１） 営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動をおこなうこと。 

（２） 故意的に職員が不快に思う行為や暴力・性的ハラスメント行為を行うこと。 

（３） 大声、暴言または脅迫行動など反社会的行為により、職員の業務を妨げたりすること。 

（４） 解決しがたい要求を繰り返し行い、通常の業務を妨げること（カスハラ）。 

（５） 許可なく事業所内または訪問中において、撮影（写真、録画）・録音等を行うこと。 

 

１３．秘密の保持 （個人情報の保護） 
 当事業所を利用されるご本人およびそのご家族の情報が外部に漏れるということは絶対にありません。（利用終

了後も同様です。）ただし、適切な訪問看護サービスを受けられるために必要があるときは、市町村、居宅介護支

援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険事業所、保健医療サービスまたは福祉サービスを提供する機関へ、

療養情報等、必要な情報を当事業所の担当者より、予め利用者等からの同意を得た上、提供させていただく場合

がございます。 

その他、利用されるご本人およびそのご家族の個人情報の取り扱いについては、その安全管理に十分留意した

上、必要な目的を明確にし、その範囲内で、予め同意を得た内容において利用します。 
（詳しくは、館内掲示の「個人情報保護に関する考え方や方針に関する宣言」をご確認ください。） 

 

１４．事故発生の防止及び発生時の対応 

当事業所は、安全対策事故防止委員会の開催及び職員に対する安全対策研修を定期的(年２回以上)に実施して

います。また、事故発生の防止及び発生時の対応に関する措置を適切に実施するための担当者を設置しています。

なお、この担当者は国の定める安全対策推進に関する所定の研修を修了しています。 

当事業所は、万全の体制で事業所サービスの提供にあたりますが、万一事故が発生した場合には、速やかにご

利用者のご家族、関係市町村等にご連絡するとともに、事故に遭われた方の救済、事故の拡大の防止等の必要な

措置を講じます。また、ご利用者に賠償すべき事故が発生した場合は、誠意をもって速やかに損害賠償を行いま

す。 

 

１５．感染症等対策について 
当事業所は、感染症又は食中毒の予防及びまん延の防止のための対策委員会の開催及び感染症及び食中毒の予

防並びにまん延の防止のための研修及び訓練(年２回以上)を実施しています。また、平常時からの備え（備蓄品の

確保など）、初動対応、感染拡大防止体制の確立に関する業務継続計画を策定しています。 

 

１６．苦情処理の体制 

 相談苦情に対する常設窓口として、複数の受付担当者を常に配置しています。また、基本的なことは誰でも常

時対応できる体制を整えております。（詳しくは、別紙「要望・苦情等発生時の対応の説明文書」をご参照くださ

い。） 

〈事業所内の窓口〉 

  鈴木 澄代（青梨子訪問看護ステーション管理者）  

  〒370-3573 群馬県前橋市青梨子町 1680-5   

TEL０２７－２８０－４１２０（代） / FAX０２７－２５４－０６２０ 

〈施設外の窓口〉 

  群馬県国民健康保険団体連合会 

（群馬県前橋市元総社町 335-8/Tel 027-290-1363/Fax 027-255-5308） 

前橋市役所介護保険課 指導係  (群馬県前橋市大手町 2-12-2 / TEL：027-224-1111) 
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１７．第三者評価の実施状況について 

当事業所は、第三者評価を実施しておりません。 

 

１８．ハラスメント防止対策について 

当事業所は、適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係

を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防

止するための規程等の必要な措置を講じております。 

 

１９．その他大切な事項 

 利用されるサービス等の事業所は、あくまでも利用されるご本人およびそのご家族が自由に選択・契約できる

ものであり、特定の事業所に固定されるものではありません。 

＊ご不明な点は、何でもお気軽にご相談ください。 

 

 

 


